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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成25年３月27日開催予定

の第９回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

 

記 

 

 

１． 提案の理由 

(1) 当社の子会社の目的に「旅行業」が追加されたことに伴い、グループ持株会社である

当社の現行定款第２条（目的）に当該目的を追加するものであります。 

(2) 当社は、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑

み、平成25年２月20日開催の取締役会において、同年７月１日を効力発生日として、

１株を100株に分割するとともに、１単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用

する旨の決議をいたしました。 

これに伴い、議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、変更案第７条（単

元未満株式についての権利）及び第８条（単元未満株式の買増し）を新設するもので

あります。 

(3) 変更案第７条及び第８条の効力発生日を定めるため、附則第１条第１項を変更するも

のであります。 

(4) その他、上記変更に伴う条数の繰り下げ、一部表現の変更、字句の修正等、所要の変

更を行うものであります。 

 

２． 変更の内容 

変更の内容につきましては、別紙のとおりであります。 

 

３． 日程 

平成 25 年３月 27 日（予定） 第９回定時株主総会開催 

同日 定款変更の効力発生 

なお、「１．提案の理由」のうち、(2)に係る変更については、平成 25 年７月１日を効力発

生日とします。 

 

以上 



 

 
 

【別紙】 
 
＜定款変更の内容＞ 

                        （下線部分は変更箇所を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１条       （省略） 第１条    （現行どおり） 

第２条（目的） 

１.    （省略） 

（１）～（３７） 

（省略） 

（新設） 

（３８）～（４０） 

（省略） 

２．    （省略） 

第２条（目的） 

１．    (現行どおり) 

（１）～（３７） 

（現行どおり） 

（３８）旅行業 

（３９）～（４１） 

（現行どおり） 

 ２．  （現行どおり） 

第３条～第４条 

（省略） 

第３条～第４条 

（現行どおり） 

第５条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、

416,000,000 株とする。 

第５条（発行可能株式総数） 

（現行どおり） 

第６条（単元株式数） 

当会社の単元株式数は、100 株とする。

第６条（単元株式数） 

（現行どおり） 

（新設） 第７条（単元未満株式についての権利）

当会社の株主は、その有する単元未満

株式について、次に掲げる権利以外の

権利を行使することができない。 

（１）会社法第 189 条第２項各号に掲げ

る権利 

（２）会社法第 166 条第１項の規定によ

る請求をする権利 

（３）株主の有する株式数に応じて募集

株式の割当て及び募集新株予約権の割

当てを受ける権利 

（４）次条に定める請求をする権利 

（新設） 第８条（単元未満株式の買増し） 

当会社の株主は、株式取扱規程に定め

るところにより、その有する単元未満

株式の数と併せて単元株式数となる

数の株式を売り渡すことを請求する

ことができる。 

第７条～第３１条 

（省略） 

第９条～第３３条 

（現行どおり） 



 

第３２条（任期） 

１．     （省略） 

２．補欠として選任された監査役の任

期及び補欠の監査役が監査役に

就任した場合の任期は、退任した

監査役の任期の満了すべき時ま

でとする。 

第３４条（任期） 

１．   （現行どおり） 

２．任期の満了前に退任した監査役の

補欠として選任された監査役の

任期は、退任した監査役の任期の

満了すべき時までとする。 

第３３条    （省略） 第３５条  （現行どおり） 

第３４条（監査役会の招集通知） 

１．     （省略） 

２．監査役全員の同意があるとこは、

招集の手続きを経ないで監査役

会を開くことができる。 

第３６条（監査役会の招集通知） 

１．     （現行どおり） 

２．監査役全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査役

会を開くことができる。 

第３５条～第３６条 

（省略） 

第３７条～第３８条 

（現行どおり） 

第３７条（監査役会規程） 

監査役に関する事項は、法令又は本定

款のほか、監査役会において定める監

査役会規程による。 

第３９条（監査役会規程） 

監査役会に関する事項は、法令又は本

定款のほか、監査役会において定める

監査役会規程による。 

第３８条～第４５条 

（省略） 

第４０条～第４７条 

（現行どおり） 

附則 

第１条（経過措置） 

１．第５条の変更及び第６条の新設並

びにこれに伴う条数の繰り下げ

の効力発生日は、平成 25 年７月

１日とする。 

２．本附則は、前項の効力発生日をも

って削除する。 

附則 

第１条（経過措置） 

１．第５条の変更及び第６条乃至第８

条の新設並びにこれに伴う条数

の繰り下げの効力発生日は、平成

25 年７月１日とする。 

２．   （現行どおり） 

  ※上記現行定款記載の第５条及び第６条につきましては、平成 25 年２月 20 日の 

取締役会において決議しており、平成 25 年７月１日を効力発生日としております。 

 
 


